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１１ ．．１１   たためめ池池のの状状態態チチェェッックク  

あなたが管理しているため池をチェックしてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①から③は災害につながる可能性があり、④のような状況を放置したり、⑤のよ

うな変化を把握したりしていないと、緊急時の対応に支障が生じます。⑥から⑧は

老朽化のシグナルですが、④の状態であれば堤体の状態を把握することすらできま

せん。⑨はため池の底干しをしているかどうかが分かります。 

このマニュアルには、このようなため池の管理に関するポイントがまとめてあり

ます。 

 

１１ ．．２２   ママニニュュアアルルのの活活用用方方法法  

ため池は先人たちが農業用水の確保に苦労した歴史の証です。その反面、誰が、

いつ頃、どのようにして作ったか分かっているものが少なく、使い慣れた道具のよ

うに、日頃からため池の癖（特徴）をよく把握して、その状態を最善に保つ必要が

あります。 

このマニュアルは、ため池の管理者に必要な基本的事項や重要なポイントをとり

まとめたものです。 

日常管理における管理や点検、非常時の対応の際にご活用ください。 

第第１１章章  マニュアルの目的 

①①  洪洪水水吐吐にに土土ののううやや角角落落しし（（※※板板等等をを落落ととしし込込みみ、、水水ををせせきき止止めめるるこことと））をを設設置置ししてていい

まませせんんかか？？  

②②  たためめ池池やや洪洪水水吐吐にに土土砂砂ややゴゴミミがが堆堆積積ししてていいまませせんんかか？？  

③③  堤堤体体上上流流法法面面やや洪洪水水吐吐流流入入部部付付近近にに流流木木、、枯枯れれ枝枝・・竹竹、、ゴゴミミががあありりまませせんんかか？？  

④④  堤堤体体やや管管理理用用道道路路がが見見ええなないいほほどど草草木木やや竹竹がが茂茂っってていいまませせんんかか？？  

⑤⑤  たためめ池池のの周周辺辺がが開開発発さされれたたりり、、雨雨量量がが多多くくななっってて大大雨雨時時のの水水位位がが危危険険ででああるるとと感感じじたた

りりすするるここととははあありりまませせんんかか？？  

⑥⑥  堤堤体体のの一一部部がが沈沈下下ししたたりり、、せせりり出出たたりりししてていいまませせんんかか？？  

⑦⑦  樋樋管管ままわわりりかからら漏漏水水ははあありりまませせんんかか？？  

⑧⑧  巻巻きき上上げげハハンンドドルルややゲゲーートトははききちちんんとと作作動動ししてていいまますすかか？？  

⑨⑨  たためめ池池ににどどんんなな生生物物がが生生息息ししてていいるるかか知知っってていいまますすかか？？  

☝ポイント 
・管理しているため池の状態を知ることが大切 

・ため池の特徴を把握し、マニュアルを活用し最善の状態に保つ 
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２２ ．．１１   たためめ池池のの役役割割  

ため池の水は、農業用水としてだけでなく、防火用水など地域用水としても活用

されています。また、ため池は農業用水を貯留するだけでなく、豪雨時には雨水を

一時的に溜める洪水調節や土砂流出の防止などの役割、ゲンゴロウなど様々な生物

の生息場所としての機能もあります。さらに、地域の言い伝えや祭りなどの伝承文

化の発祥となっているものもあります。 

 

 ＜＜たためめ池池のの主主なな機機能能＞＞  

   ○農業用水の貯留 ：農業用水を貯め、必要に応じ補給 

   ○洪水調節      ：豪雨時に一時的に洪水を貯留 

   ○土砂流出防止   ：上流から流入する土砂や土石流を溜める 

   ○生態系の保全   ：水生植物、昆虫類等の生息場所 

   ○保健休養      ：地域の人々の憩いの場 

〇その他の機能   ：防火用水などへの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第２２章章 基本事項 

☝ポイント 
・ため池の役割、施設の構造を理解する 

・ため池の決壊がどのように発生するのか正しく理解する 

図１：ため池の主な機能 

生態系の保全 

農業用水 

保健休養 

その他の機能 
（防火用水等） 

土砂流出防止 

上流から流入する土砂や土石流
を溜める 

洪水調節 
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２２ ．．２２   たためめ池池のの構構造造  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２２ ．．２２ ．．１１   堤堤体体  

ため池の堤体は川や谷を横断し、土を盛り立てて造られる土木構造物です。堤体

の上流から流れてくる水を堰き止め、堤体と堤体上流の地山で囲まれた空間（貯水

池）に貯水するという最も重要な働きをします。そのため、通常は細粒分の多い土

を突き固めて作られていることが多く、場合によっては水を通しにくい粘土分の多

い土を突き固めた土の層（遮水ゾーン）を堤体の一部に入れているものもあります。 

また、堤体法面に降った雨を排水するため、堤体下流の小段等に水路（承水路）

が設けられている場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮水ゾーン  

図３：ため池の断面図 

承水路 

図２：ため池の施設 

 

法先ドレーン 

堤堤体体 

取取水水施施設設（（底底樋樋）） 

洪洪水水吐吐 

取取水水施施設設（（斜斜樋樋）） 

遮遮水水ゾゾーーンン 
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２２ ．．２２ ．．２２   洪洪水水吐吐  

大雨時に貯留水が堤体を越流しないように、貯水池に流入した水を安全に流下さ

せるための施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ ．．２２ ．．３３   取取水水施施設設  

ため池の水は、取水孔部から取り入れられ、斜樋及び底

樋を通って用水路に送られます。 

斜樋は通常何段かに分かれて取水ゲート又は栓が設置

され、水位に応じて水面付近の温かい水を取水できる構造

になっています。 

底樋は斜樋から取り入れた用水の通り道であるととも

に、ため池の底部にあって、ため池を空にするための排水

施設としての役割も担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３：取水部（斜樋） 

排水施設 

（土砂吐ゲート） 

(香川県ＨＰより) (香川県ＨＰより) 

図４：取水施設の構造例 

写真１：洪水吐 写真２：洪水吐 
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２２ ．．２２ ．．４４   張張石石（（張張ブブロロッックク等等））  

ため池は山や谷から流れ出る水をせき止めやすい地形を選んで造られています

が、強い風が吹きやすいところでもあります。ため池の水面上に強い風が吹くと波

浪が発生し、土を材料とする堤体が浸食されてしまうことから、これらを防ぐため

に張石（張ブロック等）を設置します。 

 

 

 

 

 

  

 

  

２２ ．．３３   豪豪雨雨・・地地震震にによよるるたためめ池池のの決決壊壊メメカカニニズズムム  

豪雨時に、大量の雨水がため池に流入し、貯留水が堤体を越流すると、越流水に

よって堤体が浸食され、非常に危険です。また、雨水が下流法面に大量に浸み込む

と、下流法面が崩壊する場合があります。 

地震時には揺れによって、土の強度が低下して、法面の崩壊や堤体の沈下により

決壊することがあります。 

 

＜豪雨によるため池の被災メカニズム＞ 

被被災災形形態態 被被災災メメカカニニズズムム 

＜越流破壊＞  豪雨や洪水吐の閉塞により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越

えて流れ出すと、下流法面を浸食することによって、破壊する場

合がある。また、貯水位の上昇により、堤体内の水圧も上昇し、

強度が低下して破壊する場合がある。  

＜すべり破壊＞ 

 

 貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量

が増加し、堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部

ですべりが発生し破壊する場合がある。  

＜浸透破壊＞ 

 

 堤体内部が劣化して、水を遮る機能が低下すると、貯水位が上

昇した時に堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する

場合がある。また堤体内に上流から下流まで貫通した水みちが

発生し破壊する場合がある。 

＜土石流による決壊＞  上流域の山林等の崩壊により発生した土石流等の流入により

堤体が破壊される場合がある。 

パイピングホール

降雨浸透

越流浸食
越流

写真４：張ブロック 写真５：張ブロック 
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＜地震によるため池の被災メカニズム＞ 

 

被被災災形形態態 被被災災メメカカニニズズムム 

＜クラック＞  堤体の頂部などにクラック（亀裂）が発生する場合がある。堤

体の上下流方向に生じるクラック（亀裂）は水みちとなることが

あり、特に注意が必要である。  

＜沈  下＞  堤体の形状をほぼ保ち、クラック（亀裂）などを伴いながら堤

体が沈下する場合がある。多くは軟らかい地盤で発生している。  

＜斜面崩壊＞  堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで変形が生じる場合が

ある。  

＜斜面すべり＞  地震動により堤体の法面にすべりが発生する場合がある。  

＜崩  壊＞  堤体や地盤が大きく変化し、崩壊する場合がある。決壊に至る

ことが多く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられる。  
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３３ ．．１１   管管理理ののポポイインントト  

３３ ．．１１ ．．１１   上上流流のの山山林林及及びび開開発発のの状状況況  

ため池の上流にある山林が伐採されたり、台風による倒木等が放置されたままと

なったりしていると、ため池に流れ込む水量が一時的に集中したり、流入する流木

やゴミが増加したりすることがあります。 

これらは、洪水吐の排水能力を越えた水の流入や、ゴミによる閉塞を引き起こし

かねず、堤体の崩壊に繋がる可能性があります。 

また、宅地化等、周辺が開発されることにより、雨水がため池に流入する時間が

早まり、降雨時におけるため池内の水位上昇がこれまでより早くなるおそれがあり

ます。 

このため、年に１回以上、ため池上流の山林など周辺の状況を見ておき、ため池

の上流が開発されるなど気になる状況があれば市町村の担当者に相談しましょう。 

 

３３ ．．１１ ．．２２   堤堤体体のの草草刈刈りりとと点点検検  

堤体の草刈りにより、はらみだし（※法面がせり出していること）や漏水などの

変状を見つけやすくなります。漏水はため池の水位が高いときに発見しやすいため、

その時期を考慮して草刈りを行い、草刈り後は堤体の点検を行いましょう。 

 

３３ ．．１１ ．．３３   洪洪水水吐吐のの清清掃掃  

豪雨の際に、堤体から水が溢れると決壊する可能性があるため、洪水吐の土砂や

流木はこまめに取り除きましょう。貯水量を増やすために土のうや角落し（※板等

を落とし込み、水をせき止めること）等は絶対に設置してはいけません。 

 

３３ ．．１１ ．．４４   貯貯水水とと取取水水  

ため池の貯水位を急上昇あるいは急降下させると、堤体を浸透する水が原因で堤

体が壊れたり、法面が滑ったりすることがあります。長期にわたり落水させていた

場合は、一気に満水まで貯めずに漏水等を確認しながら徐々に貯水するようにし、

逆に水位を下げるときは、緊急放流の場合を除き、斜樋を上から順に開けていくな

ど、徐々に下げるようにしましょう。また、巻上げ機、ゲート、斜樋の蓋等は定期

第第３３章章 日常管理 

☝ポイント 
・日常管理は、早期に施設の異常を発見し、決壊や自然災害を未然に防ぐ

手段 

・不慮の事故を防止するため、作業は単独で行わず、必ず２人以上で行う 
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的に潤滑油の注油や清掃等を行うとともに、施設の動作に異常を発見した場合には

速やかに点検し、修理しましょう。 

 

３３ ．．１１ ．．５５   落落水水  

洪水吐や斜樋、底樋、堤体上流側の張石等の点検のため、かんがい期の終了後に

１回はため池の水を落としましょう。 

 

３３ ．．２２   堤堤体体  

 

 

 

 

〔解説〕ため池の決壊は、変状の進行や漏水量が増加した状態のところに、豪雨又

は地震等により起こるのが一般的であり、堤体法面の変状や漏水を見落とさ

ないことが重要です。 

このため、堤体の点検は、満水の時期に少なくとも毎年１回（積雪地帯で

は、雪解け時期）実施しましょう。万一、変状を確認した場合は、直ちに市

町村の担当者に相談し必要な対策を講じましょう。 

また、変状については、毎回の点検時に変状箇所のスケッチや写真を堤体

の平面図に記録しておくと、その変状が進行性のものか判断することに役立

ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５：変状箇所のスケッチ 

写真６：写真の例 

☝ポイント 
・堤体の点検を定期的に実施し、法面の陥没、亀裂、はらみ等の変状や漏

水を見落とさないように行う 

5m

2m

下流側

上流側 平成○○年△月□日

調査

浸潤箇所
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特に漏水はため池の決壊につながるおそれがあるので以下のような状況に

注意することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏水を確認した場合は、ペットボトルやメスシリンダーなどで漏水量を継

続的に計測することが重要です。漏水量が以下の値を超えた場合には、市町

村の担当者に相談しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

〔解説〕堤体法面の立木は、漏水の原因になる場合があるため、伐採及び抜根を行
いましょう。抜根した箇所は、堤体と同じような土で突き固めながら埋め戻
します。 
堤体の草刈りは、はらみだしや漏水などの堤体の変状を見つけやすくなる

ことにつながります。年に１回以上は草刈りを行い、速やかに堤体の変状を
確認しましょう。 
刈った草が堤体を覆った状態だと堤体の表面の様子をよく確認できないだ

けでなく、イノシシなどの有害鳥獣を誘引し、堤体の破損にもつながるため、
刈った草は取り除き、草刈り後は法面をよく踏みしめて下さい。 
モグラやイノシシなどが掘った穴があれば、水が出ていないかどうか確認

し、堤体と同じような土で突き固めながら埋めます。 
 

 

 

 

〔解説〕堤体を構成する土と土の間には細かい隙間があります。この細かい隙間に

水が浸入し、締まっていない所などの弱い部分では水が集まりやすくなりま

す。この結果、小さい土の粒子が少しずつ流れ出し、連続した大きな隙間（水

○○土土がが混混ざざっったた濁濁っってていいるる水水がが漏漏れれてていいるる（（特特にに、、危危険険なな場場合合がが多多いい。。））。。  

○○漏漏水水量量がが増増ええたたりり、、漏漏水水箇箇所所がが堤堤体体下下流流法法面面のの高高いい位位置置にに変変化化ししたたりりししてていいるる。。  

○○たためめ池池堤堤体体下下流流側側にに、、水水のの漏漏れれるる穴穴ががああるる。。  

○○たためめ池池にに水水ががたたままりりににくくくくななっってていいるる。。  

○○豪豪雨雨時時ででもも、、洪洪水水がが洪洪水水吐吐をを越越ええなないい。。  

○○取取水水ししてていいなないいののにに、、底底樋樋かからら水水がが漏漏れれてていいるる。。  

＜漏水量の基準＞ 

 堤体100ｍ当たり60㍑/分 （土地改良事業設計指針「ため池整備」） 

☝ポイント 
・堤体法面の立木を伐採し、草刈りを定期的に行う 

☝ポイント 
・堤体の下流側に設置されている承水路の清掃を定期的に行う 
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みち）ができます。 

堤体の下流側に承水路が設置されているため池では、定期的に水路を清掃

し、土が流れ出ていないか確認することが重要です。 

承水路に流れ出た土の色が周りの土の色と異なっていたり、溜まる土の量

が急に増えたりした場合は、直ちに市町村の担当者に相談しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔解説〕土を盛り上げた堤体では、斜樋や底樋、地山との接合部が弱部（土が流さ

れやすい）となります。また、堤体嵩上げや斜樋・底樋の改修履歴のあるた

め池では、新旧堤体の締め固め程度や材料土の違いにより、その境界部分が

弱部となる可能性が高くなります。 

このため、堤体の点検では、こうした箇所の点検を入念に行うことが重要

です。また、過去の改修工事に関する資料（堤体、斜樋及び底樋の改修履歴）

を確認しておくことも必要です。 

  

 

 

 

 

図６：土の細粒分が流出するイメージ 

図７：堤体嵩上げした場合の劣化に対する弱部 

承水路 承水路 

断面図 

平面図 

旧旧堤堤体体

新新堤堤体体

（（嵩嵩上上部部））

弱弱部部ととななるる

可可能能性性大大

上流側

下流側

地山 地山

新新堤堤体体

（（嵩嵩上上部部））

旧旧堤堤体体地山 地山

弱弱部部ととななるる

可可能能性性大大

地地山山とと堤堤体体

のの境境界界部部

嵩嵩上上げげさされれたた新新

堤堤体体とと旧旧堤堤体体のの

境境界界部部

☝ポイント 
・堤体の弱部となる可能性のある箇所を把握し、特に注意して点検する 

劣化により細かい土の粒が堤体か

ら流出すると、大きな土の粒の間

に隙間（水みち）ができる。 

図６：土の細粒分が流出するイメージ 

健全な堤体は、土の粒の間が詰ま

っている。 
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また、次の場合は、湧水対策（湧水を下流に流す水路の設置等）を検討し

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

〔解説〕法先ドレーンは堤体に浸透した降雨や貯留水を速やかに排水するもので、

堤体内部に浸透した水位を低下させ堤体の安定性を保つために重要な施設で

す。堤体が不安定な状態となっている場合は、法先ドレーンに変状が見られる

場合がありますので、よく確認する必要があります。また、法先ドレーンから

出ている漏水に土砂が混ざっている場合や一部から多量の漏水が見られる場

合は、堤体に異常が生じていることが考

えられますので、直ちに市町村の担当者

に相談しましょう。 

 

 

３３ ．．３３   洪洪水水吐吐  

 

 

 

 

〔解説〕ため池の洪水吐は、大雨の際に堤体を守るため、上流で発生する洪水を安

全に下流へ流すものです。このため、越流断面内に障害物があると、ため池

が溢れ、決壊の原因にもなるため大変危険です。 

地山

地山地山

地山

上流側

下流側

旧旧堤堤体体

弱弱部部ととななるる

可可能能性性大大

改改修修ししたた斜斜樋樋・・底底

樋樋とと新新堤堤体体のの境境

界界部部

改改修修時時掘掘削削埋埋

めめ戻戻しし部部（（新新堤堤

体体））とと旧旧堤堤体体のの

境境界界部部

新新堤堤体体

図８：斜樋・底樋を改修した場合の劣化に対する弱部 

☝ポイント 
・洪水吐の越流断面内や越流堰から下流の水路内に障害物（流木やゴミ等）があ

れば速やかに清掃を行う 

平面図 

○○沢沢水水やや地地山山斜斜面面かかららのの水水がが、、堤堤体体をを浸浸食食ししてていいるる。。  

ドレーン

図９：法先ドレーン イメージ図 

☝ポイント 
・法先ドレーン（積みブロック、石積みブロック等）の変状や漏水状況を確認

する 
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このため、日常の管理においては、洪水吐

の土砂や流木等の障害物をこまめに取り除

くとともに、洪水吐流入部付近や堤体上流法

面、さらに貯水面上にある流木、枯れ枝やゴ

ミなども除去することが必要です。 

また、洪水吐下流の水路がトンネル構造で

あったり水路上部に橋が存在したりする場

合には、流木等で流水を阻害する可能性が

ありますので、障害物は速やかに撤去する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔解説〕貯水池の貯水量を増やす目的で洪水吐流入部の上に土のうなどを積んだり、

角落しを設置したりすることは、洪水吐の流下能力を著しく低下させます。

洪水時にため池から溢れ出た水が堤体を越流した場合、決壊する危険がある

ので、絶対に行ってはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋の下に流木等

があれば速やか

に撤去する 

写真８：洪水吐下流水路の例 

写真９：洪水吐流入部 

洪水吐からの水の流れ 

☝ポイント 
・洪水吐流入部の上に土のうを積んだり、角落しを設置したりしないようにする 

写真７：越流断面（青網掛け部分） 
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〔解説〕洪水吐と堤体あるいは地山の境界部は、土が洗われ、変状（劣化）の進行

しやすい弱部となる可能性があります。落水時に堤体上流斜面の洪水吐周辺

が浸食されていないかを点検することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

３３ ．．４４   取取水水施施設設  

  

  

 

次の場合は洪水吐の補修、改修等の対策を検討しましょう。 

  

  

  

  

  

  

３３ ．．４４   取取水水施施設設  

 

 

 

 

h1

土のう

h3=土のうの高さ

貯貯水水位位がが洪洪水水吐吐天天端端高高

をを上上回回りり堤堤体体をを越越流流
貯水池側 

洪水吐天端高＝堤体天端高

h1=洪水時の越流水深

h2=余裕高

洪水吐底高

貯水池側 

図10：洪水時の水位の違いのイメージ 

洪洪水水吐吐流流入入部部にに土土ののううをを積積んんだだ場場合合  

写真10：洪水吐（貯水池側より） 

護岸ブロック等で覆われ

ている場合でも、ブロッ

クの隙間からブロック裏

側の土が流亡していない

か確認することが重要 

☝ポイント 
・堤体上流法面の洪水吐周辺が浸食されていないか落水時に点検する 

☝ポイント 
・巻上げ機、ゲート、斜樋の蓋等は、定期的に潤滑油の注油や掃除等を行い、施

設の作動に異常があった場合は速やかに点検、修理する 

○○洪洪水水吐吐がが土土でで造造らられれてていいるる。。  

○○洪洪水水吐吐がが小小ささすすぎぎるるたためめ、、雨雨がが降降るるたたびびにに溢溢れれそそううににななるる。。  

○○洪洪水水吐吐下下流流水水路路かからら溢溢れれたた水水がが堤堤体体をを洗洗掘掘ししてていいるる。。  

適適切切なな状状態態  
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〔解説〕巻上げ機、ゲート、斜樋の蓋等が正常に機能しないと取水に支障が生じる

ほか、洪水や地震などの緊急時にため池の水位を下げることができなくなる

場合があります。 

定期的に潤滑油の注油や掃除等を行うとともに、腐食の状態にも注意し、

施設の動作に異常があった場合は速やかに点検、修理することが重要です。 

 

 

 

 

 

〔解説〕取水施設の材料には石材やコンクリートなどが用いられており、性質の異

なる材料の境界部が変状（劣化）の進行しやすい弱部となります。取水ゲー

トが全閉された状態でも底樋出口から泥で濁った水が出ているときは、底樋

管が破損し、周辺部の土が流されている可

能性があります。特に、地震後に斜樋全閉の

状態で水が出始めたときは、底樋が割れて

いる可能性があるため、直ちに市町村の担

当者に相談しましょう。 

日常の管理では、土で濁った水が出てい

ないか確認することが重要です。 

また、落水後の点検では、底樋内へ人が入れる場合は作業の安全を確保し

つつ底樋内からの目視による点検を行うことも重要です。 

 

 

 

 

〔解説〕取水施設が堤体に設置されている場合、

性質の異なる材料の境界部である取水施設

周辺部が変状（劣化）の進行しやすい弱部

となりますので、落水時に取水施設周辺が

浸食されていないかを点検することが重要

です。 

 

  
写真12：取水施設 

写真11：底樋出口（堤体下流） 

☝ポイント 
・取水ゲートを全閉しているにもかかわらず底樋出口から泥で濁った水が出て

いる変状を見落とさないようにする 

☝ポイント 
・落水時に堤体上流法面の取水施設周辺が浸食されていないか点検する 

底樋が破損し、堤

体土が流出して

いる可能性あり 

コンクリートと堤

体境界部が浸食 
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３３ ．．５５   安安全全施施設設  

〔解説〕ため池周辺では、都市化や混住化が進んでいるところも多く、転落事故

などの危険性が増しています。このため、安全柵、進入防止柵の破損な

ど、事故につながる危険な箇所がないか日常的に点検、確認しておくこと

が必要です。破損している場合はロープなどで人が立ち入らないように

し、速やかに修理を行いましょう。 

また、洪水吐付近や道路に面している堤体など、人が転落する危険がある

箇所は安全柵や進入防止柵、進入防止看板等を設置しましょう。 

なお、都道府県や市町村等が実施するため池管理者講習会への参加やため

池に関する広報誌には目を通し、そこから得た情報を地域の関係者（水利組

合や操作を委託している者など）に周知することも有効です。 

 

    

 

   

  

 

＜その他安全施設設置の例＞ 

・浮き輪（ブイ）、浮きロープの設置 

・転落者が脱出しやすい施設構造 

 （階段護岸、足場ブロックなど） 

・救命道具の常備 

 

 

 

 

 

☝ポイント 
・日頃から万が一を想定して、管理しているため池に危険な点がないかどうかを

常に確認しておく 

・フェンス等の安全施設を日常的に確認し、破損している場合は速やかに補修す

る。また、危険と感じられる場合は安全施設を設置する 

写真14：安全柵の設置 

写真15：安全ネットの設置 

転落した場合にすぐにネット
につかまることができる。 

フェンスの破損。ロープ等で侵入防止
措置を講じ、速やかに修理する。 

写真13：施設の破損 
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＜＜ココララムム＞＞地地域域一一体体ととななっったた管管理理  

ため池の適切な保全管理により、災害の未然防止を図ることが重要

です。このため、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払制度

を活用し、地域住民も参画した地域ぐるみの保全管理を実施すること

が有効です。 

また、池干し（ため池の水を抜くこと）は池底に溜まった泥土を除

去することによる水質改善効果に加え、堤体の浸食や底樋の老朽化状

況など、普段目視できない箇所を点検することができ、適正な維持管

理につながります。 

 

【兵庫県の事例：農業者と漁業者の協働活動】 

〇 ため池に溜まった山の栄養分（腐葉土）を海へ供給することにつ

ながるため、農業者と漁業者の協働活動として「ため池のかいぼり

活動」を継続的に実施しています。 

○ 泥土の除去に加え、農業者と漁業者等地域間の連携が図られるこ

とで、継続的な活動につながっています。 

（ため池里海交流保全活動パンフレット（兵庫県）より引用） 
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４４ ．．１１   緊緊急急体体制制のの整整備備  

〔解説〕豪雨や地震等による災害の可能性が予測される場合は、ため池の防災の

観点から、監視や緊急点検等の対応に加え、円滑に関係機関と連絡できる

体制が必要です。このため、日ごろから非常時の人員や必要資材を確保す

るとともに、市町村の担当者（農林、災害）と相談し、緊急時の連絡先

（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス等）を整理しておくなどの体制

を整えてください。 

以下、防災体制と大雨・洪水時行動の例を示します。 

（防災体制の例） 

関係者 

（ため池関係者） 

ため池管理者 

（市町村） 

担当課担当者 

（都道府県） 

担当課担当者 

（地域） 

関係集落 

消防団等 

役割 

日常管理 相談・診断 指導・診断  

非常時管理 

 ・監視 

 ・緊急点検 

緊急体制 緊急体制 避難準備、

支援 

 

（大雨・洪水時行動のフロー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大大雨雨・・洪洪水水発発生生のの予予想想  

  

気気象象情情報報のの入入手手（（手手段段：：テテレレビビ、、ララジジオオ、、イインンタターーネネッットト等等）） 

  

警警報報発発表表（（大大雨雨特特別別警警報報）） 

  

防防災災体体制制 

・関係機関との連絡調整 

・ため池の監視、緊急点検 

・応急措置 

・継続監視 

  

解解      除除 

第第４４章章 非非常常時時のの対対応応  

決決壊壊をを判判断断すするるポポイインントト  

 ・危険水位を超える水位上昇 
※これ以上水位が上がるとため池が決壊するおそれがあ

る水位をいい、設計洪水位や常時満水位などから事前に

設定しておく。 

 ・流木・土石等による洪水吐の閉塞 

 ・貯水の著しい濁り（上流で土石流発生の可能性） 

 ・漏水拡大（亀裂や水みちの発生、拡大） 

 ・堤体法面のはらみ出しの増大等変状の拡大 

防防災災体体制制時時ののポポイインントト  

 ・速やかに連絡調整、点検等の防災体制に入る 

 ・ため池の挙動の監視（遠方監視カメラ等） 

 ・変状を確認したらすぐに市町村の担当者に連絡 

☝ポイント 
・豪雨や地震等による災害に備えて、情報連絡体制を整備する 

・現地で行動する際は、安全確保のため、必ず２人以上で行動する 
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４４ ．．２２   大大雨雨・・洪洪水水時時やや地地震震時時のの対対応応ポポイインントト  

４４ ．．２２ ．．１１   事事前前放放流流、、低低水水位位管管理理のの実実施施  

 

 

 

 

 

〔解説〕降雨予測等を基に、ため池の貯留水を事前に放流し水位を下げておくこと

で、雨水を一時的に貯留する容量が確保されることから、下流の浸水被害を

軽減させることができ、併せてため池の決壊を防止する効果も期待できます。

水を使わない時期に予め水位を下げておくことも同様の効果が得られます。 

なお、長期間、低水位管理を継続していると、草の根が堤体深くまで伸び

たり、動物が穴を開けたりして、堤体の遮水性が低下する可能性があります。

豪雨の危険がない時期に、年に一度は満水位まで水位を上昇させるようにし

ましょう。 

また、農業用水の利用に支障が出ないよう、事前放流量や水位を下げてお

く時期などについては、地域の水利用実態や降雨量を踏まえながら、市町村

の担当者や管理者、農家の方が事前に相談し決めておくことが必要です。 

☝ポイント 
・降雨前に事前放流等により水位を下げておくことで、ため池の空き容量（流入

する洪水を貯留する容量）を確保する 

・空き容量の確保だけではなく、ため池の決壊を防止する効果も期待できる 

①①  降降雨雨前前のの事事前前放放流流にによよるる低低水水位位管管理理  

降降雨雨予予測測等等をを基基ににたためめ池池のの貯貯留留水水をを事事前前にに放放流流しし、、空空きき容容量量をを確確保保すするる手手法法でですす。。放放流流

はは以以下下のの方方法法ががあありりまますす。。  

（（アア））事事前前放放流流施施設設のの操操作作にによよるる放放流流（（洪洪水水吐吐ススリリッットト、、放放流流ののたためめにに設設置置さされれたたたためめ池池

栓栓、、放放流流管管等等））  

（（イイ））取取水水施施設設のの操操作作にによよるる放放流流  

  

②②  期期別別毎毎のの低低水水位位管管理理  

降降雨雨前前にに水水位位をを下下げげてておおくく即即時時的的なな管管理理ででははななくく、、期期別別毎毎にに水水位位をを設設定定ししてて管管理理すするる

手手法法でですす。。具具体体的的なな例例ととししててはは以以下下のの方方法法ががあありりまますす。。  

（（アア））非非かかんんががいい期期はは、、常常時時完完全全落落水水すするる又又はは低低水水位位にによよるる管管理理  

（（イイ））かかんんががいい期期はは必必要要水水量量かからら期期別別のの水水位位設設定定をを行行いい、、空空きき容容量量をを確確保保  

  

③③  留留意意事事項項  

たためめ池池のの貯貯水水位位をを急急にに上上げげたたりり下下げげたたりりすするるとと、、堤堤体体へへのの水水のの浸浸透透にによよっってて壊壊れれたたりり、、

法法面面ががすすべべっったたりりすするるここととががあありりまますす。。長長期期ににわわたたりり落落水水ささせせてていいたた場場合合はは、、一一気気にに満満水水

ままでで貯貯めめずずにに漏漏水水等等をを確確認認ししななががらら徐徐々々にに貯貯水水すするるよよううににしし、、水水位位をを下下げげるるととききはは、、緊緊急急

放放流流のの場場合合をを除除きき、、斜斜樋樋をを上上かからら順順にに開開けけてていいくくななどど、、徐徐々々にに下下げげるるよよううににししままししょょうう。。  
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※ため池の洪水調節機能強化対策の手引き（H30.5 農林水産省農村振興局防災課） 

  

図11：事前放流イメージ図 

図12：低水位管理イメージ図 

堤 体

満水位

事前放流による低下水位

降雨前に
水位を低下

かんがい期

非かんがい期

期別に水位を
設定・管理

堤 体
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４４ ．．２２ ．．２２   大大雨雨・・洪洪水水時時  

 

 

 

 

 

〔解説〕天気予報により大雨や局地的豪雨が予想される場合は、関連情報に注意

し、気象台の注意報・警報の発表に合わせて防災体制に入り、安全を第一に

し、十分に身の安全に注意しながらため池の監視を行います。ため池の水位

が危険水位に達することが予想される場合は、速やかに市町村の担当者や

関係集落に連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※危険水位とは、これ以上水位が上がるとため池が決壊するおそれがある水位をいい、設計洪

水位や常時満水位などから事前に設定しておく。 

 

 

 

 

 

 

☝ポイント 
・大雨や局地的豪雨が予想される場合は、十分に注意しながらため池の監視を

行い、危険水位に達するおそれがある場合は、速やかに市町村の担当者や関

係集落に連絡する 

①①  大大雨雨・・洪洪水水やや局局地地的的なな豪豪雨雨のの時時はは、、身身のの安安全全をを確確保保ししつつつつ、、たためめ池池でで以以下下のの作作業業をを行行いい

まますす。。ななおお、、豪豪雨雨時時にに近近づづくくののはは危危険険とと判判断断さされれるるたためめ池池ににつついいててはは、、カカメメララやや水水位位計計等等

をを設設置置しし、、遠遠方方でで監監視視すするるこことともも安安全全確確保保のの点点かかららもも有有効効でですす。。  

・・  水水位位のの上上昇昇量量をを一一定定のの時時間間おおききにに調調査査（（予予めめ1155分分毎毎ななどどとと決決めめてておおくく。。））。。  

・・  流流入入水水にに注注意意。。浮浮遊遊物物にに樹樹木木がが混混ざざっったたりり、、流流入入水水がが急急激激にに濁濁っったたりりししたた場場合合はは、、

流流域域にに山山崩崩れれやや土土石石流流のの発発生生ののおおそそれれががああるるののでで水水位位上上昇昇にに注注意意。。  

・・  洪洪水水がが溢溢れれてて堤堤体体をを越越流流ししてていいなないいかかをを確確認認。。  

・・  流流域域のの状状況況にに注注意意。。特特にに、、山山崩崩れれのの起起ここりりややすすいい場場所所はは要要注注意意。。  

・・  そそのの他他急急変変のの場場合合はは、、早早急急にに市市町町村村のの担担当当者者へへ連連絡絡。。  

②②  水水位位がが危危険険水水位位にに達達すするるここととがが予予想想さされれるる場場合合、、そそのの他他急急変変のの場場合合はは、、速速ややかかにに市市町町村村

のの担担当当者者、、関関係係集集落落、、消消防防団団等等にに急急報報すするるととととももにに、、浸浸水水がが想想定定さされれるる区区域域のの住住民民にに避避難難

のの準準備備ををささせせててくくだだささいい。。ななおお、、気気象象情情報報やや流流入入水水のの状状況況ななどどかからら、、危危険険水水位位以以上上にに水水位位

上上昇昇しし、、決決壊壊ののおおそそれれののああるるとと判判断断さされれたた場場合合はは、、市市町町村村のの担担当当者者へへそそのの旨旨をを伝伝達達ししてて緊緊

急急放放流流ななどどのの応応急急対対応応をを検検討討ししててくくだだささいい（（市市町町村村はは避避難難勧勧告告等等をを検検討討ししまますす。。））。。  

③③  豪豪雨雨がが止止みみ、、洪洪水水のの流流入入量量がが減減少少、、又又ははたためめ池池のの水水位位がが低低下下ししたた後後もも監監視視者者はは待待機機ししてて

観観測測をを継継続続しし、、堤堤体体ななどどのの安安全全がが確確認認さされれたた後後にに体体制制をを解解除除ししててくくだだささいい。。 
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４４ ．．２２ ．．３３   地地震震時時（（地地震震発発生生後後））  

 

 

 

 

〔解説〕ため池の所在地で気象台における震度４以上の地震があった場合は、堤高

15ｍ以上の防災重点ため池に対して速やかに目視により外観を点検して、

その結果を直ちに市町村の担当者へ連絡してください。異常が無い場合も、

報告を行ってください。震度５弱以上の場合は、全ての防災重点ため池に対

して同様に対応してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

☝ポイント 
・震度4 以上の地震があった場合は、十分に身の安全に注意しながらため池の

点検を行い、点検結果を速やかに市町村の担当者や関係集落に連絡する 

①①  緊緊急急点点検検（（２２４４時時間間以以内内、、速速ややかかにに））  

緊緊急急点点検検をを実実施施しし、、  

・・堤堤体体全全体体（（亀亀裂裂、、崩崩壊壊、、段段差差等等））  

・・堤堤体体やや洪洪水水吐吐（（漏漏水水、、亀亀裂裂、、崩崩壊壊、、段段差差等等））  

・・洪洪水水吐吐のの障障害害物物  

・・周周辺辺地地山山のの段段差差、、亀亀裂裂  

・・流流域域のの地地山山のの崩崩壊壊、、地地すすべべりり等等  

ににつついいてて、、確確認認をを行行っっててくくだだささいい。。  

②②  被被害害のの発発見見  

たためめ池池のの堤堤体体にに亀亀裂裂、、漏漏水水等等のの被被害害がが確確認認さされれたた場場合合はは、、速速ややかかにに市市町町村村のの担担当当者者、、関関係係

集集落落、、消消防防団団等等にに急急報報すするるととととももにに、、浸浸水水がが想想定定さされれるる区区域域のの住住民民にに避避難難のの準準備備ををささせせててくく

だだささいい。。ななおお、、気気象象情情報報やや流流入入水水のの状状況況ななどどかからら危危険険水水位位以以上上にに水水位位上上昇昇しし、、決決壊壊ののおおそそれれ

ののああるるとと判判断断さされれたた場場合合はは、、市市町町村村のの担担当当者者へへそそのの旨旨をを伝伝達達ししてて緊緊急急放放流流ななどどのの応応急急対対応応をを

検検討討ししててくくだだささいい（（市市町町村村はは避避難難勧勧告告等等をを検検討討ししまますす。。））。。  

③③  継継続続点点検検（（１１週週間間をを目目安安））  

比比較較的的強強いい地地震震のの場場合合はは、、発発生生直直後後にに被被害害がが認認めめらられれななくくててもも、、一一定定期期間間をを経経過過ししたた後後被被

害害がが発発生生すするるここととががあありりまますす。。ここののたためめ、、１１週週間間をを目目安安にに緊緊急急点点検検とと同同様様のの目目視視にによよるる点点検検

をを行行いい、、異異常常ががああれればば、、市市町町村村のの担担当当者者へへ連連絡絡ししててくくだだささいい。。  
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４４ ．．２２ ．．４４   応応急急措措置置  

 

 

 

 

〔解説〕大雨・洪水時又は地震時におけるため池の監視あるいは緊急点検で、堤体

の著しい変状等により決壊が予想される場合は、速やかに市町村の担当者へ

連絡を入れるとともに、下流域の安全を確保するため、管理者は可能な応急

措置を講じてください。 

なお、応急措置を講じる場合には、十分な安全確保ができることを確認し、

安全が確保できない場合にはため池には近づかないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※水位低下に相当の日数がかかる場合や取水施設が破損している場合は、お近くの農政局や市町

村等にご相談ください。農政局には貸し出しが可能な排水ポンプもあります。 

  

☝ポイント 
・大雨・洪水時又は地震時における監視あるいは緊急点検により決壊が予想さ

れる場合は、下流域の安全確保のために管理者で可能な応急措置を行う 

①①  緊緊急急放放流流  

たためめ池池のの堤堤体体にに豪豪雨雨やや地地震震にによよるるすすべべりり、、亀亀裂裂、、漏漏水水等等のの異異常常がが発発生生ししたた場場合合、、管管理理

者者はは二二次次災災害害をを防防止止すするるたためめにに緊緊急急放放流流をを行行いい、、安安全全なな水水位位ままでで下下げげててくくだだささいい。。ここのの

時時、、水水位位急急降降下下にによよるる堤堤体体上上流流法法面面ののすすべべりりやや下下流流水水路路がが溢溢れれるるおおそそれれががあありりまますすののでで、、

放放流流量量にに注注意意ししててくくだだささいい。。  

緊緊急急放放流流をを行行うう場場合合はは、、下下流流住住民民及及びび市市町町村村のの担担当当者者等等のの関関係係機機関関とと十十分分にに連連絡絡調調整整

をを行行いいまますす。。  

  

②②  応応急急対対策策  

たためめ池池堤堤体体のの法法面面ににすすべべりり、、沈沈下下、、亀亀裂裂、、陥陥没没、、崩崩れれ、、ははららみみだだしし、、漏漏水水等等のの変変状状がが

確確認認さされれたた場場合合はは、、市市町町村村、、関関係係集集落落やや防防災災組組織織へへ速速ややかかにに連連絡絡ししまますす。。  

管管理理者者はは、、市市町町村村、、消消防防団団等等とと連連携携しし、、土土ののうう、、シシーートト、、むむししろろ、、カカママスス、、縄縄、、杭杭等等ああ

ららかかじじめめ用用意意ししたた応応急急資資材材をを持持ちち現現地地にに急急行行しし、、シシーートトかかけけ、、土土ののうう積積みみななどど被被害害拡拡大大

をを防防止止すするるたためめのの応応急急対対策策をを実実施施ししててくくだだささいい。。ななおお、、たためめ池池がが越越水水ししそそううなな場場合合やや堤堤

体体がが崩崩れれてていいるる場場合合はは、、堤堤体体のの下下流流側側かからら近近づづくくここととはは絶絶対対にに避避けけててくくだだささいい。。  
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４４ ．．２２ ．．５５   たためめ池池防防災災支支援援シシスステテムムのの活活用用  

  

  

  

  

  

  

  

〔解説〕ため池防災支援システムは、豪雨・地震時のため池決壊危険度を予

測し、予測結果がシステム上で地図表示されます。また、スマートフォン

やタブレットなどの端末を使用すれば、災害発生の通知や緊急点検時に現

地で被災状況を入力したり、被災写真をアップロードしたりすることがで

き、被災状況を即座に情報共有されることから、これまでの調査票の入力

を省力化することができます。 

このように、本システムを活用して情報共有の迅速化、応急措置の早期

着手により、被害の最小化を図ることが期待されます。 

市町村の担当者は「ため池防災支援システム」のメインシステム、ため

池管理者は「ため池管理アプリ」を使用してください。 

なお、ため池管理アプリを使用する場合には手続きが必要ですので、市

町村の担当者へ問い合わせてください。また、操作方法などについては、

農研機構のホームページで確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☝ポイント 
・ため池防災支援システムにより、ため池の決壊危険度をリアルタイムに予測

し、予測情報を関係者間で迅速に伝達・共有することが可能 

・スマートフォンやタブレットなどの端末を用いて、ため池管理者が現地で被

災状況や被災写真をアップロードすることで、関係者がため池決壊の有無や

被災状況を即座に情報共有することが可能 

図13：スマートフォン、タブレット等を用いた被害報告イメージ 
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５５ ．．１１   ははじじめめにに  

このチェックシートは、ため池の日常点検作業の中で確認する際の具

体的なポイントを整理したものです。 

市町村の担当者等への報告には５．４の様式を使用ください。 

 

点検の前に、ため池の基本情報を整理し、特に、過去に実施した改修

資料を調査し、堤体、洪水吐及び取水施設の改修履歴を確認してくださ

い。改修箇所との境界は変状（劣化）に対する弱部となる可能性があり

ますので、改修箇所があれば、点検の際には改修箇所の境界部分に変状

がないか注意深く点検してください。 

点検は、目視を基本として行います。水中にある斜樋やゲートなどの

目視確認が難しい構造物の場合は、ため池の落水時期に点検するなど可

能な範囲で対応してください。 

 

ここに示すような項目の変状が、新たに確認された場合には、市町村

の担当者に相談してください。 

また、このチェックシートに載っていなくても、安全上問題と思われ

る現象がみられた場合は市町村の担当者に相談してください。 

 

実際の点検の際には、次ページ以降をコピーしてご利用ください。 

 

  

  

  

  

○なお、変状が確認された箇所には、変状箇所の大きさの測定や

写真撮影を行うなど、記録として残してください。次回以降も

継続して点検を行い、経年や貯水の変動による状態変化を確認

しましょう。 

第第５５章章 点点検検チチェェッッククシシーートト  

☝ポイント 
・日常点検作業で確認する具体的なポイントを整理 

・点検前に基本情報の整理、改修履歴等を確認する 
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５５ ．．２２   たためめ池池のの基基本本情情報報 

作成年月日：（西暦）  年  月  日 

施設名称  

施設管理者名  

施設所在地 

（都道府県・市郡（町村）・地先） 

 

目的（該当記号に○） A :かんがい、 D :防災、 F :治水、 W :上水道、 I  :工業用水、 

P :発電、 S :消流雪、 R :ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、 O :その他 

施設諸元 

堤体 

堤高(m)  上流法面勾配  総貯水量(千m3)  

天端幅(m)  下流法勾配  受益戸数  

堤頂長(m)  集水面積(km2)  受益面積(ha)  

洪水吐 
構造型式  取水 

施設 

構造型式   

設計流量(m3/s)  設計取水量(m3/s)  

底樋 

直径φ(m)又は縦

×横寸法(m) 

 常時満水位

水深（ｍ） 

 
堤体築堤完了年度

（西暦） 

 

材質 
 設計洪水位 

水深（ｍ） 

 
 

点検状況 

点検の状況（該当するものに○印をつける） 

  1.管理者常駐(管理棟) ／ 2.定期的に巡回(頻度        )／ 

3.不定期に巡回(１年に    回程度) ／ 4.その他 

堤体及び付

帯施設の改

修・補修歴 

堤体及び付帯施設の改修・補修歴（新しい順に記載） 

改修完了年（西暦） 改修箇所及び数量 

  

 

  

 

  

 

周辺の開発

状況  

開発の有無 ため池への影響（貯水位の上昇速度が早まったなど） 

※ 新しい順に記載 
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５５ ．．３３   各各施施設設ののチチェェッッククポポイインントト  

    （（１１ ））堤堤  体体  

＜点検位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№  変変      状状  

①①  

  

  

  

  

  

  

  

  

堤堤体体法法面面にに「「陥陥没没」」やや「「亀亀裂裂」」、、「「ははららみみ出出しし」」がが生生じじてていいるる箇箇所所ががああるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

②②  

  

  

  

  

  

  

  

  

堤堤体体上上流流法法面面ののリリッッププララッッププ材材、、張張石石、、張張ブブロロッッククななどどにに損損傷傷やや浸浸食食箇箇所所ががああるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

写真17：堤体下流法面の亀裂 

写真18：堤体法面張ブロックの損傷 

写真16：堤体上流法面の陥没 

①①②②  

写真19：堤体法面の浸食 

⑤⑤  

③③  

⑥⑥  
④④  

図14：堤体のチェックポイント 
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③③  

 

 

 

 

 

 

 

 

堤堤体体のの下下流流法法面面にに湿湿潤潤なな土土壌壌をを好好むむ「「シシダダ」」「「フフキキ」」「「ココケケ」」類類のの繁繁茂茂等等、、植植生生のの変変化化がが見見

らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
 

④④  

  

  

  

  

  

  

  

堤堤体体とと地地山山のの境境界界付付近近かからら湧湧水水がが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   

    

⑤⑤  

  

  

  

  

  

  

  

  

堤堤体体のの下下流流法法面面やや小小段段のの承承水水路路部部でで水水のの浸浸みみ出出ししやや漏漏水水、、堆堆砂砂がが見見らられれるる。。  

法法先先ドドレレーーンン（（積積みみブブロロッッククななどど））にに「「ははららみみ出出しし」」ななどどのの変変状状やや濁濁っったた漏漏水水又又はは集集中中しし

たた漏漏水水がが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   

    

写真20：堤体下流法面での植生変化 

写真22：堤体法尻からの漏水 

写真21：堤体下流法面でのコケの繁茂 

 

水の浸み出し 

堆砂 

図15：堤体と地山の境界付近からの湧水 

図16：小段承水路の堆砂、堤体下流法面からの 
水の浸み出し 

湧湧水水  
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⑥⑥  

  

  

  

  

  

  

  

  

接接続続道道路路かかららのの排排水水にによよるる堤堤体体のの浸浸食食がが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

浸浸食食  

図17：接続道路からの排水による堤体の浸食 

堤体法面の変状の記録（スケッチ）         （西暦）  年  月  日調査 

貯水位    m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図に変状箇所をスケッチし、変状箇所に番号を付し、その大きさと状況を記載する。 

下流側 

上流（貯水池）側 

常時満水位 

堤体天端 
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堤体法面の変状の記録（写真）           （西暦）  年  月  日調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※変状箇所の写真を貼付する。 
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（（２２ ））洪洪水水吐吐 

＜点検位置図＞ 

 

№№  変変      状状  

⑦⑦  

  

  

  

  

  

  

  

  

水水路路ココンンククリリーートト表表面面ののひひびび割割れれかからら漏漏水水がが見見らられれるる。。  

ままたた、、鉄鉄筋筋ががむむきき出出ししににななっってていいるる箇箇所所ががああるる。。  

  

ﾁｪｯｸ欄   

⑧⑧  

  

  

  

  

  

  

  

  

水水路路壁壁のの天天端端ののははららみみだだしし、、ままたた水水路路内内側側へへののたたわわみみがが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   

    

写真23：水路側壁 クラックからの漏水 写真24：部材の損傷・鉄筋の露出 

写真26：継目のずれによる側壁部の損傷 写真25：水路側壁のたわみ 

⑦⑦⑧⑧⑨⑨  

⑩⑩  

⑪⑪  

図18：洪水吐のチェックポイント 
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⑨⑨  

 

 

 

 

 

 

 

 

水水路路のの底底版版やや側側壁壁にに激激ししいいすすりりへへりりやや損損傷傷がが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   

  

⑩⑩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

洪洪水水吐吐内内又又ははそそのの下下流流水水路路にに植植物物のの繁繁茂茂やや流流木木、、障障害害物物がが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   

    

⑪⑪  

  

  

  

  

  

  

  

ココンンククリリーートト（（洪洪水水吐吐））とと堤堤体体のの境境界界にに隙隙間間がが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

 

写真29：雑草の繁茂 写真30：流木、障害物の設置 

写真27：水路底版の損傷 

写真28：水路底版のすりへり 

写真31：コンクリートと堤体の境界に隙間 
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（（３３ ））観観測測施施設設 

＜点検位置図＞ 

 

№№  変変      状状  

⑫⑫  

  

  

  

  

  

  

  

  

雨雨もも降降ららなないいののにに漏漏水水量量がが最最近近ににななっってて急急増増ししたた。。／／漏漏水水にに濁濁りりがが生生じじててききたた。。  

ﾁｪｯｸ欄   

    

⑬⑬  

  

  

  

  

  

  

  

  
※堤体内に浸透している水位を観測孔などにより計測している場合は、貯水位と地下水位の関係を相関

図に整理し、傾向を点検する（貯水位に対する堤体内の水位が従前より高くなった場合は遮水性に異常

がある場合がある。）。  

堤堤体体内内水水位位のの計計測測値値ががここれれままででのの傾傾向向とと異異ななるる値値をを示示ししたた。。  

ﾁｪｯｸ欄   

    

 

 

⑫⑫  

  

ここれれままででとと  
異異ななるる傾傾向向  

⑬⑬  

貯
水
位

堤体内水位

堤体内水位

ここれれままででのの傾傾向向

写真 32：漏水量計測施設
(三角堰) 

図19：観測施設のチェックポイント 

図20：漏水の濁り 

図21：堤体内水位上昇傾向のイメージ 

相関図 

濁濁りり  
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（（４４ ））取取水水施施設設  

＜点検位置図＞ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

№№  変変      状状  

⑭⑭  

  

  

  

  

  

  

  

  

斜斜樋樋がが損損傷傷ししてていいるる。。底底樋樋がが破破損損ししたたりり通通水水阻阻害害をを生生じじたたりりししてていいるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

⑮⑮  

    

  

  

  

  

  

  

  

ココンンククリリーートト（（斜斜樋樋））とと堤堤体体のの境境界界にに隙隙間間がが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

写真33：斜樋の変形・損傷 

⑭⑭  

⑰⑰  

写真34：底樋底版・側壁への貝類の付着 

⑭⑭⑮⑮⑯⑯  

写真35：斜樋側面堤体土の流亡 写真36：斜樋と堤体境界での隙間 

⑱⑱  

図22：取水施設のチェックポイント 

⑭⑭ 
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⑯⑯  

  

  

  

  

  

  

  

  

ゲゲーートト周周りりにに漏漏水水がが生生じじたたりり、、周周辺辺にに土土砂砂ややゴゴミミがが堆堆積積ししたたりりししてていいるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

⑰⑰  

  

  

  

  

  

  

  

  

取取水水ゲゲーートトをを全全閉閉ににししてていいるるににももかかかかわわららずず底底樋樋出出口口かからら泥泥水水がが出出てていいるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

⑱⑱  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

下下流流地地盤盤ににおおいいてて、、湿湿地地やや水水溜溜りりがが見見らられれるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
  

  

  

写真38：取水部周辺の土砂やゴミの堆積 写真37：ゲート周りの漏水 

図23：下流地盤の水溜り 

  

写真39：泥水の流出 
底樋内への人の進入が可

能であれば、安全に留意

しつつ、底樋内の泥水流

出箇所を特定する。 

湿湿地地、、  
水水溜溜ままりり  
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（（５５ ））たためめ池池内内・・堤堤体体周周辺辺のの斜斜面面とと法法面面  

  ＜点検位置図＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

変変      状状  

⑲⑲  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

たためめ池池内内でで大大規規模模なな斜斜面面のの崩崩壊壊、、連連続続ししたた亀亀裂裂やや湧湧水水がが発発生生ししてていいるる箇箇所所ががああるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
    

⑳⑳  

  

  

  

  

  

  

  

  

堤堤体体にに近近接接ししたた法法面面でで、、連連続続ししたた亀亀裂裂やや湧湧水水がが発発生生ししてていいるる箇箇所所ががああるる。。  

ﾁｪｯｸ欄   
    

 

写真41：堤体付近の法面(崩壊後) 

⑲⑲ ⑳⑳  

図24：貯水池内・堤体周辺法面のチェックポイント 

図25：ため池法面からの湧水・亀裂 

図26：堤体近接法面工の損傷・湧水 

湧湧水水  

湧湧水水  

亀亀裂裂  

法法面面工工  
のの損損傷傷 

⑲⑲ 
⑳⑳ 

写真40：ため池斜面の崩落 
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５５ ．．４４   たためめ池池のの点点検検記記録録送送信信様様式式            ※このページをコピーしてご利用下さい。  

送送信信日日：：((西西暦暦))          年年    月月    日日  

送送信信先先  様様  送送信信元元 氏氏名名 

連連絡絡先先  TTEELL：：  
FFAAXX：： 

連連絡絡先先  TTEELL::  
FFAAXX::  

  

【【用用件件】】  ＜＜                        たためめ池池のの変変状状にに関関すするる報報告告＞＞  

  本ため池について点検の結果、以下の変状を確認しましたので報告します。 

観測日：  年  月  日 天候： 記録者名： 

ため池水位（水深）：        m  

  

変状の箇所と内容 チェック欄 

堤 体 

① 堤体法面に「陥没」や「亀裂」、「はらみ出し」が生じている箇所がある。  

② 堤体法面のリップラップ材、張石、積みブロックなどに損傷や浸食箇所がある。  

③ 堤体の下流法面に湿潤土壌を好む「ｼﾀﾞ」「ﾌｷ」「ｺｹ」類の繁茂等、植生の変化が見ら

れる。 
 

④ 堤体の“へり”の部分から湧水が見られる。  

⑤ 堤体の下流法面や小段の承水路で水のしみ出しや湧水、堆砂が見られる。  

⑥ 接続道路からの排水による堤体の浸食が見られる。  

洪水吐 

⑦ 水路コンクリート表面のひび割れから湧水が見られる。また、鉄筋がむき出しにな

っている箇所がある。 
 

⑧ 水路壁の天端のはらみだし、また水路内側へのたわみが見られる。  

⑨ 水路の底版や側壁に激しいすりへりや損傷が見られる。  

⑩ 洪水吐内又はその下流水路に植物の繁茂が見られる。※※  

⑪ コンクリート（洪水吐）と堤体の境界に隙間が見られる。  

観測施設 
⑫ 雨も降らないのに漏水量が最近になって急増した／漏水に濁りが生じてきた。  

⑬ 堤体内水位の計測値がこれまでの傾向と異なる値を示した。  

取水施設 

⑭ 斜樋が損傷している。底樋が破損したり通水阻害を生じたりしている。※※  

⑮ コンクリート（斜樋）と堤体の境界に隙間が見られる。  

⑯ ゲート周りに漏水が生じたり、周辺に土砂やゴミが堆積したりしている。※※  

⑰ 取水ゲート全閉にもかかわらず底樋出口から泥水が出ている。  

⑱ 下流地盤において、湿地や水溜りが見られる。  

ため池内・堤
体周辺の斜面

と法面 

⑲ ため池内で大規模な斜面の崩壊や連続した亀裂・湧水が発生している箇所がある。  

⑳ 堤体に近接した法面で、連続した亀裂・湧水が発生している箇所がある。  

その他 

特記事項 
 

上上記記のの「「※※」」ががつついいてていいるる項項目目がが確確認認さされれたた場場合合、、速速ややかかにに流流木木やや枯枯れれ枝枝、、植植物物ややゴゴミミ等等をを除除去去ししてて下下ささいい。。  

    

該当する箇所に○ 
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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案 概要

防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護
するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推
進計画の策定及び国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点農業用た
め池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図る。

目的 （第１条）

農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を
図るため、防災工事等基本指針を策定。

基本指針 （第３条）

都道府県知事は、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池を指定できる。

防災重点農業用ため池の指定 （第４条）

都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災
重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事
等推進計画を策定。
【内容】 ① 防災工事等の推進に関する基本的方針 ② 劣化状況評価の実施に関する事項

③ 地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項 ④ 防災工事の実施に関する事項
⑤ 市町村との役割分担及び連携に関する事項 等

推進計画 （第５条）

施行期日：公布日から６月以内の政令で定める日 法律の失効：令和12年度末
検討：施行後５年を目途とした検討

施行期日、法律の失効、検討 （附則）

防災工事 ：農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事
（廃止工事を含む）

劣化状況評価 ：防災工事の必要性についての判断に資するために行う
劣化による農業用ため池の決壊の危険性の評価

地震・豪雨耐性評価：防災工事の必要性についての判断に資するために行う
地震又は豪雨による農業用ため池の決壊の危険性の評価

定義 （第２条）

防
災
工
事
等

推進計画に基づく事業等の実施に要する
費用について国の必要な財政上の措置

財政上の措置 （第７条）

推進計画に基づく事業の経費に充てる
地方債について特別の配慮

地方債についての配慮 （第８条）

都道府県は、推進計画に基づく防災工事
等の実施者に対し、技術的な指導、助言
等の援助に努めるものとする。

土地改良事業団体連合会に対し、必要な
協力を求めることができる。

都道府県の援助 （第６条）

〔ため池サポートセンター〕

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案 概要

防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護
するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推
進計画の策定及び国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点農業用た
め池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図る。

目的 （第１条）

農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を
図るため、防災工事等基本指針を策定。

基本指針 （第３条）

都道府県知事は、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池を指定できる。

防災重点農業用ため池の指定 （第４条）

都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災
重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事
等推進計画を策定。
【内容】 ① 防災工事等の推進に関する基本的方針 ② 劣化状況評価の実施に関する事項

③ 地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項 ④ 防災工事の実施に関する事項
⑤ 市町村との役割分担及び連携に関する事項 等

推進計画 （第５条）

施行期日：公布日から６月以内の政令で定める日 法律の失効：令和12年度末
検討：施行後５年を目途とした検討

施行期日、法律の失効、検討 （附則）

防災工事 ：農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事
（廃止工事を含む）

劣化状況評価 ：防災工事の必要性についての判断に資するために行う
劣化による農業用ため池の決壊の危険性の評価

地震・豪雨耐性評価：防災工事の必要性についての判断に資するために行う
地震又は豪雨による農業用ため池の決壊の危険性の評価

定義 （第２条）

防
災
工
事
等

推進計画に基づく事業等の実施に要する
費用について国の必要な財政上の措置

財政上の措置 （第７条）

推進計画に基づく事業の経費に充てる
地方債について特別の配慮

地方債についての配慮 （第８条）

都道府県は、推進計画に基づく防災工事
等の実施者に対し、技術的な指導、助言
等の援助に努めるものとする。

土地改良事業団体連合会に対し、必要な
協力を求めることができる。

都道府県の援助 （第６条）

〔ため池サポートセンター〕
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県内のため池整備事業担当課
市町村� （令和４年４月時点）

市町村名 課　　名 電話番号 ＦＡＸ番号 備　　考
和歌山市 耕地課 073-435-1051 073-435-1297
海南市 建設課 073-483-8465 073-483-8483
紀美野町 建設課 073-489-5904 073-489-5151
紀の川市 農林整備課 0736-77-0841 0736-79-3928
岩出市 土木課 0736-61-6936 0736-63-5841
橋本市 農林整備課 0736-33-3703 0736-33-2175
かつらぎ町 建設課 0736-22-0300 0736-22-7999
九度山町 建設課 0736-54-2019 0736-54-9001
高野町 観光振興課 0736-56-2780 0736-56-2770
有田市 有田みかん課 0737-83-1111 0737-83-3108 啓発等ソフト事業

建設課 0737-83-1111 0737-82-6968 工事等ハード事業
湯浅町 産業建設課 0737-64-1124 0737-63-4150
広川町 建設課 0737-23-7762 0737-63-3085
有田川町 建設課 0737-22-3281 0737-52-7822
御坊市 農林水産課 0738-23-5510 0738-22-4120
美浜町 農林水産建設課 0738-23-4951 0738-23-3523
日高町 産業建設課 0738-63-3804 0738-63-3822
由良町 産業振興課 0738-65-3850 0738-65-3857
印南町 建設課 0738-42-1734 0738-42-1443
みなべ町 産業課 0739-72-1337 0739-72-3893
日高川町 農業振興課 0738-22-2048 0738-22-1762
田辺市 農業振興課 0739-26-9938 0739-22-9908
白浜町 農林水産課 0739-45-0009 0739-45-1019
上富田町 建設課 0739-34-2374 0739-47-5420
新宮市 農林水産課 0735-23-3351 0735-22-8560
那智勝浦町 農林水産課 0735-29-4455 0735-29-7146
古座川町 地域振興課 0735-72-0180 0735-72-1858
串本町 産業課 0735-62-0558 0735-62-6970

県
機 関 名 課 名 等 電話番号 ＦＡＸ番号

農業農村整備課 防災班 073-441-2953 073-425-0287
海草振興局 農地課 073-441-3360 073-441-3368
那賀振興局 農地課 0736-61-0017 0736-61-0018
伊都振興局 農地課 0736-33-4913 0736-33-4912
有田振興局 農地課 0737-64-1265 0737-64-1282
日高振興局 農地課 0738-24-2914 0738-24-2916
西牟婁振興局 農地課 0739-26-7912 0739-26-7919
東牟婁振興局 農業水産振興課 0735-21-9614 0735-21-9642
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　大雨によって農業用ため池の決壊などによって起こる、周辺　大雨によって農業用ため池の決壊などによって起こる、周辺
への被害を未然に防止するためには、日常の適正な保全管理がへの被害を未然に防止するためには、日常の適正な保全管理が
必要不可欠です。必要不可欠です。
　このため、ため池を管理されている方に、適正な管理方法や　このため、ため池を管理されている方に、適正な管理方法や
大雨などに対する安全性の確保に必要な対策を取っていただく大雨などに対する安全性の確保に必要な対策を取っていただく
ため、専門の技術者による相談対応や、助言など、ため池の保 ため、専門の技術者による相談対応や、助言など、ため池の保 
全管理に関する支援を行う「ため池サポートセンター」を令和全管理に関する支援を行う「ため池サポートセンター」を令和
３年６月に開設しました。３年６月に開設しました。
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